
（７８－１）

議案第７８号

大牟田市手数料条例の一部を改正する条例の制定について

大牟田市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとす

る。

令和 ７ 年 ２ 月２６日提出

大牟田市長 関 好 孝

大牟田市手数料条例の一部を改正する条例

大牟田市手数料条例（平成１２年条例第２９号）の一部を次のように改正

する。

別表第２の１の項中「に係る審査」の次に「又は建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法律第１１条第１項及び第１２条第２項の規定による

建築物エネルギー消費性能適合判定を行うことが比較的容易なものとして国

土交通省令で定める特定建築行為（建築物のエネルギー消費性能の向上等に

関する法律施行規則（平成２８年国土交通省令第５号）第２条第１項第１号

に規定する建築行為に限る。以下「仕様基準等による特定建築行為」とい

う。）に係る審査」を加え、「５００平方メートル」を「３００平方メート

ル」に、「４５，０００円」を「８１，０００円」に改め、同表の１の２の

項中「限る」を「限り、仕様基準等による特定建築行為に係る審査が含まれ

る場合を除く」に改め、同項の次に次のように加える。

１の３ 建築基準法第６条第１

項の規定に基づく建築

物の建築等に関する確

認の申請及び同法第１

８条第２項の規定に基

づく計画の通知に対す

る審査（仕様基準等に

よる特定建築行為に係

る審査が含まれる場合

に限る。）

仕様基準等による特定建築行

為を含む場合における建築物

に関する確認申請（計画通

知）手数料

一戸建ての住宅（住宅部分

（居住のために継続的に使

用する室及び共用部分（共

用廊下、共用階段その他市

長が認める部分をいう。）

をいう。以下この項及び次

項において同じ。）以外の

部分を含むものを除く。以

下この項及び次項において

同じ。）を申請する場合

１件につき

前２項の規定によ

り算出した額に、

次に定める額を加

算した額

床面積（仕様基準等によ

る特定建築行為に係る審

査の対象となる部分に限

る。以下この項において

同じ。）の合計が０平方

メートルを超え、200 平

8,000 円



（７８－２）

別表第２の２の項を次のように改める。

方メートル未満のもの

床面積の合計が 200 平方

メートル以上のもの

10,000 円

共同住宅等（一戸建ての住

宅以外の建築物の住宅部分

をいう。以下この項及び次

項において同じ。）を申請

する場合

床面積の合計が０平方メ

ートルを超え、300 平方

メートル未満のもの

20,000 円

床面積の合計が 300 平方

メートル以上 2,000 平方

メートル未満のもの

34,000 円

床面積の合計が 2,000 平

方メートル以上 5,000 平

方メートル未満のもの

54,000 円

床面積の合計が 5,000 平

方メートル以上のもの

75,000 円

２ 建築基準法第７条第１

項の規定に基づく建築

物（３の項に規定する

建築物を除く。以下こ

の項及び次項において

同じ。）の工事の完了

の検査の申請及び同法

第１８条第２０項の規

定に基づく建築物の工

事の完了の通知に対す

る審査（昇降機に係る

審査が含まれる場合を

除く。）

建築物に関する完了検査申

請（通知）手数料

１件につき

建築物のエネルギー消費

性能の向上等に関する法

律第１０条第１項の規定

による同法第２条第１項

第３号に規定する建築物

エネルギー消費性能基準

に適合するかどうかの審

査（以下「建築物エネル

ギー消費性能基準適合審

査」という。）を必要と

しない建築物の場合

床面積の合計が 30 平方

メートル以内のもの

15,000 円

床面積の合計が 30 平方

メートルを超え、100 平

方メートル以内のもの

19,000 円

床面積の合計が 100 平方

メートルを超え、200 平

方メートル以内のもの

24,000 円

床面積の合計が 200 平方

メートルを超え、300 平

方メートル以内のもの

40,000 円

床面積の合計が 300 平方

メートルを超え、1,000

平 方 メートル以内のも

の

58,000 円

床面積の合計が 1,000 平

方 メ ー ト ル を 超 え 、

80,000 円



（７８－３）

2,000 平方メートル以内

のもの

床面積の合計が 2,000 平

方 メートルを超え、１

万平方メートル以内の

もの

140,000 円

床 面積の合計が１万平

方メートルを超え、５

万平方メートル以内の

もの

230,000 円

床 面積の合計が５万平

方メートルを超えるも

の

460,000 円

建築物エネルギー消費性

能基準適合審査を必要と

する建築物の場合

建築物エネルギー

消費性能基準適合

審査を必要としな

い建築物の場合の

規定により算出し

た額に、次に定め

る額を合算した額

（以下「建築物エ

ネルギー消費性能

基準適合審査加算

額」という。）を

加算した額

住宅部分を含まない建

築物又は建築物の住宅

部分以外の部分を申請

する場合

床面積（建築物エネ

ルギー消費性能基準

適合審査の対象とな

る部分（市長が別に

定 め る 部 分 を 除

く。）に限る。以下

こ の 項 に お い て 同

じ。）の合計が０平

方メートルを超え、

300 平方メートル未

満のもの

5,000 円

床面積の合計が 300

平 方 メ ー ト ル 以 上

1,000 平 方メートル

未満のもの

6,000 円

床 面 積 の 合 計 が

1,000 平 方メートル

以上 2,000 平方メー

トル未満のもの

8,000 円

床 面 積 の 合 計 が

2,000 平 方メートル

以上 5,000 平方メー

14,000 円



（７８－４）

別表第２の３の項及び５の項中「５００平方メートル」を「３００平方メ

ートル」に改め、同表の７の２の項、８の項及び１５の項中「３３，０００

円」を「３４，０００円」に改め、同表の備考第１項第１号中「次号」の次

に「及び第５号」を加え、「及び」を「並びに」に改め、同項第２号中「建

築する場合（」の次に「第５号に掲げる場合及び」を加え、同項に次の１号

を加える。

(5) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築し、建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関する法律第２条第１項第３号に規定

する建築物エネルギー消費性能基準への適合に係る変更がある場合

当該計画の変更に係る部分の床面積の２分の１

別表第４の１の項及び２の項を次のように改める。

トル未満のもの

床 面 積 の 合 計 が

5,000 平方メートル

以上１万平方メート

ル未満のもの

18,000 円

床面積の合計が１万

平方メートル以上２

万５千平方メートル

未満のもの

22,000 円

床面積の合計が２万

５千平方メートル以

上のもの

26,000 円

一戸建ての住宅を申請

する場合

床面積の合計が０平

方メートルを超える

もの

2,000 円

共同住宅等の住宅部分

を申請する場合

床面積の合計が０平

方メートルを超え、

300 平方メートル未

満のもの

4,000 円

床面積の合計が 300

平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000 平方メートル

未満のもの

6,000 円

床 面 積 の 合 計 が

2,000 平方メートル

以上 5,000 平方メー

トル未満のもの

11,000 円

床 面 積 の 合 計 が

5,000 平方メートル

以上のもの

16,000 円



（７８－５）

１ 都市の低炭素化の促進 低炭素建築物新築等計画認 １件につき

に関する法律第５３条

第１項の規定による低

炭素建築物新築等計画

の認定の申請に対する

審査

定申請手数料 次に掲げる区分に応

じ、当該区分により

算定した額を合算し

た額

住宅部分（居住のために

継続的に使用する室及び

共用部分（共用廊下、共

用階段その他の市長が認

める部分をいう。）をい

う。以下この項及び次項

において同じ。）を含ま

ない建築物又は建築物の

住宅部分以外の部分の認

定を申請する場合

床面積（低炭素建築物

新築等計画の認定の対

象となる部分（市長が

別 に 定 め る 部 分 を 除

く。）に限る。以下こ

の項、次項及び４の項

において同じ。）の合

計が 300 平方メートル

未満のもの

290,000 円

（ 簡 易 な 計 算 法

（国土交通大臣が

定める簡易な計算

法をいう。以下こ

の 項 に お い て 同

じ。）を用いたと

きは 110,000 円、

適合証（低炭素建

築物新築等計画が

都市の低炭素化の

促進に関する法律

第５４条第１項各

号（同法第５５条

第２項においてこ

れらの規定を準用

す る 場 合 を 含

む。）に掲げる基

準に適合している

ことを登録住宅性

能評価機関（住宅

の品質確保の促進

等に関する法律第

５条第１項に規定

する登録住宅性能

評 価 機 関 を い

う。）又は登録建

築物エネルギー消

費 性 能 判 定 機 関

（建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第１４条第１項に

規定する登録建築

物エネルギー消費

性能判定機関をい



（７８－６）

う。）が証明する

書類をいう。以下

この項において同

じ。）の提出があ

る と き は 11,000

円）

床 面 積の合計が 300平

方 メ ートル以上 1,000

平方メートル未満のも

の

363,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

141,000 円、適合

証の提出があると

きは 20,000 円）

床面積の合計が 1,000

平 方 メ ー ト ル 以 上

2,000 平 方メートル未

満のもの

469,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

186,000 円、適合

証の提出があると

きは 34,000 円）

床面積の合計が 2,000

平 方 メ ー ト ル 以 上

5,000 平 方メートル未

満のもの

669,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

301,000 円、適合

証の提出があると

きは 102,000 円）

床面積の合計が 5,000

平方メートル以上１万

平方メートル未満のも

の

825,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

393,000 円、適合

証の提出があると

きは 162,000 円）

床面積の合計が１万平

方メートル以上２万５

千平方メートル未満の

もの

975,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

472,000 円、適合

証の提出があると

きは 204,000 円）

床面積の合計が２万５

千平方メートル以上の

もの

1,112,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

554,000 円、適合

証の提出があると

きは 256,000 円）

一戸建ての住宅（住宅部

分以外の部分を含むもの

を除く。以下この項及び

次項において同じ。）の

認定を申請する場合

床面積の合計が 200 平

方メートル未満のもの

43,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

22,000 円 、 仕



（７８－７）

様 ・ 計 算 併 用 法

（外皮性能又は一

次エネルギー消費

量のいずれか一方

に簡易な計算法を

用 い る 方 法 を い

う。以下この項に

おいて同じ。）を

用 い た と き は

32,000 円 、 適 合

証の提出があると

きは 5,000 円）

床面積の合計が 200 平

方メートル以上のもの

48,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

23,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

35,000 円 、 適 合

証の提出があると

きは 5,000 円）

共同住宅等（一戸建ての

住宅以外の建築物の住宅

部分をいう。以下この項

及 び 次 項 に お い て 同

じ。）の認定を申請する

場合

床面積の合計が 300 平

方メートル未満のもの

87,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

41,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

64,000 円 、 適 合

証の提出があると

きは 11,000 円）

床面積の合計が 300 平

方メートル以上 2,000

平方メートル未満のも

の

146,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

72,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

109,000 円、適合

証の提出があると

きは 25,000 円）

床面積の合計が 2,000

平 方 メ ー ト ル 以 上

5,000 平 方メートル未

満のもの

250,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

131,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は
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別表第４の４の項を次のように改める。

190,000 円、適合

証の提出があると

きは 57,000 円）

床面積の合計が 5,000

平方メートル以上のも

の

358,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

198,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

278,000 円、適合

証の提出があると

きは 102,000 円）

２ 都市の低炭素化の促進

に関する法律第５５条

第１項の規定による低

炭素建築物新築等計画

の変更の認定の申請に

対する審査

低炭素建築物新築等計画変

更認定申請手数料

１件につき

次に掲げる区分に応

じ、当該区分により

算定した額を合算し

た額

住宅部分を含まない建築

物又は建築物の住宅部分

以外の部分の変更の認定

を申請する場合

変更の認定の申請

に係る床面積の合

計の区分に応じ、

前項の住宅部分を

含まない建築物又

は建築物の住宅部

分以外の部分の認

定の申請の規定に

より算定した額を

２で除して得た額

一戸建ての住宅の変更の

認定を申請する場合

変更の認定の申請

に係る床面積の合

計の区分に応じ、

前項の一戸建ての

住宅の認定の申請

の規定により算定

した額を２で除し

て得た額

共同住宅等の変更の認定

を申請する場合

変更の認定の申請

に係る床面積の合

計の区分に応じ、

前項の共同住宅等

の認定の申請の規

定により算定した

額を２で除して得

た額

４ 都市の低炭素化の促

進に関する法律施行

規則（平成２４年国

土 交 通 省 令 第 ８ ６

号）第４６条の２の

規定による軽微な変

低炭素建築物新築等計画にお

ける軽微な変更に関する証明

手数料

１件につき

軽微な変更に係る部

分の床面積の合計を

１の項の床面積の合

計とみなして同項の

規定を適用して得た
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別表第５の１の項を次のように改める。

更に関する証明 額を２で除して得た

額

１ 建築物のエネルギー 建築物エネルギー消費性能適 １件につき

消費性能の向上等に

関する法律第１１条

第１項及び第１２条

第２項の規定による

建築物エネルギー消

費 性 能 適 合 性 判 定

（同法第１１条第１

項に規定する建築物

エネルギー消費性能

適合性判定をいう。

以下同じ。）に対す

る審査

合性判定手数料 次に掲げる区分に応

じ、当該区分により

算定した額を合算し

た額

住宅部分（居住のために継

続的に使用する室及び共用

部分（共用廊下、共用階段

その他の市長が認める部分

をいう。）をいう。以下こ

の項、４の項及び５の項に

おいて同じ。）を含まない

建築物又は建築物の住宅部

分以外の部分の判定を申請

する場合

床面積（建築物エネルギ

ー消費性能適合性判定の

対象となる部分（市長が

別 に 定 め る 部 分 を 除

く。）に限る。以下この

項、次項及び８の項にお

いて同じ。）の合計が０

平方メートルのもの

11,000 円

床面積の合計が０平方メ

ートルを超え、300 平方

メートル未満のもの

290,000 円

（ 簡 易 な 計 算 法

（国土交通大臣が

定める簡易な計算

法をいう。以下こ

の項及び４の項に

おいて同じ。）を

用 い た と き は 、

110,000 円）

床面積の合計が 300 平方

メートル以上 1,000 平方

メートル未満のもの

363,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は 、

141,000 円）

床面積の合計が 1,000 平

方メートル以上 2,000 平

方メートル未満のもの

469,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は 、

186,000 円）

床面積の合計が 2,000 平

方メートル以上 5,000 平

方メートル未満のもの

669,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は 、

301,000 円）

床面積の合計が 5,000 平

方メートル以上１万平方

メートル未満のもの

825,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は 、



（７８－１０）

393,000 円）

床面積の合計が１万平方

メートル以上２万５千平

方メートル未満のもの

975,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は 、

472,000 円）

床面積の合計が２万５千

平方メートル以上もの

1,112,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は 、

554,000 円）

一戸建ての住宅（住宅部分

以外の部分を含むものを除

く。以下この項、４の項及

び５の項において同じ。）

の判定を申請する場合

床面積の合計が０平方メ

ートルのもの

5,000 円

床面積の合計が０平方メ

ートルを超え、200 平方

メートル未満のもの

43,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

22,000 円 、 仕

様 ・ 計 算 併 用 法

（外皮性能又は一

次エネルギー消費

量のいずれか一方

に簡易な計算法を

用 い る 方 法 を い

う。以下この項及

び４の項において

同じ。）を用いた

と き は 32,000

円）

床面積の合計が 200 平方

メートル以上のもの

48,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

23,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

35,000 円）

共同住宅等（一戸建ての住

宅以外の建築物の住宅部分

をいう。以下この項、４の

項及び５の項において同

じ。）の判定を申請する場

合

床面積の合計が０平方メ

ートルのもの

5,000 円

床面積の合計が０平方メ

ートルを超え、300 平方

メートル未満のもの

87,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

41,000 円 、 仕

様・計算併用法を



（７８－１１）

別表第５の２の項中「第１２条第２項及び第１３条第３項」を「第１１条

第２項及び第１２条第３項」に改め、同表の３の項中「第１２条第１項及び

第２項並びに第１３条第２項及び第３項」を「第１１条第１項及び第２項並

びに第１２条第２項及び第３項」に改め、同表の４の項を次のように改める。

用 い た と き は

64,000 円）

床面積の合計が 300 平方

メートル以上 2,000 平方

メートル未満のもの

146,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

72,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

109,000 円）

床面積の合計が 2,000 平

方メートル以上 5,000 平

方メートル未満のもの

250,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

131,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

190,000 円）

床面積の合計が 5,000 平

方メートル以上のもの

358,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

198,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

278,000 円）

４ 建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第２９条

第１項の規定による

建築物エネルギー消

費性能向上計画の認

定の申請に対する審

査

建築物エネルギー消費性能向

上計画認定申請手数料

１件につき

次に掲げる区分に応

じ、当該区分により

算定した額を合算し

た額

住宅部分を含まない建築物

又は建築物の住宅部分以外

の部分の認定を申請する場

合

床面積（建築物エネルギ

ー消費性能向上計画の認

定の対象となる部分（市

長が別に定める部分を除

く。）に限る。以下この

項及び９の項において同

じ。）の合計が 300 平方

メートル未満のもの

290,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

110,000 円、適合

証（建築物のエネ

ルギー消費性能の

向上等に関する法

律第２９条第１項

の規定による申請

の場合は同法第３

０ 条 第 １ 項 各 号

（同法第３１条第

２項において準用



（７８－１２）

す る 場 合 を 含

む。）に掲げる基

準に適合している

ことを登録住宅性

能評価機関（住宅

の品質確保の促進

等に関する法律第

５条第１項に規定

する登録住宅性能

評 価 機 関 を い

う。）又は登録建

築物エネルギー消

費 性 能 判 定 機 関

（建築物のエネル

ギー消費性能の向

上等に関する法律

第１４条第１項に

規定する登録建築

物エネルギー消費

性能判定機関をい

う。）が証明する

書類をいう。以下

この項において同

じ。）の提出があ

る と き は 11,000

円）

床面積の合計が 300 平方

メートル以上 1,000 平方

メートル未満のもの

363,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

141,000 円、適合

証の提出があると

きは 20,000 円）

床面積の合計が 1,000 平

方メートル以上 2,000 平

方メートル未満のもの

469,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

186,000 円、適合

証の提出があると

きは 34,000 円）

床面積の合計が 2,000 平

方メートル以上 5,000 平

方メートル未満のもの

669,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

301,000 円、適合

証の提出があると

きは 102,000 円）

床面積の合計が 5,000 平

方メートル以上１万平方

メートル未満のもの

825,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

393,000 円、適合

証の提出があると

きは 162,000 円）

床面積の合計が１万平方 975,000 円



（７８－１３）

メートル以上２万５千平

方メートル未満のもの

（簡易な計算法を

用 い た と き は

472,000 円、適合

証の提出があると

きは 204,000 円）

床面積の合計が２万５千

平方メートル以上のもの

1,112,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

554,000 円、適合

証の提出があると

きは 256,000 円）

一戸建ての住宅の認定を申

請する場合

床面積の合計が 200 平方

メートル未満のもの

43,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

22,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

32,000 円 、 適 合

証の提出があると

きは 5,000 円）

床面積の合計が 200 平方

メートル以上のもの

48,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

23,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

35,000 円 、 適 合

証の提出があると

きは 5,000 円）

共同住宅等の認定を申請す

る場合

床面積の合計が 300 平方

メートル未満のもの

87,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

41,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

64,000 円 、 適 合

証の提出があると

きは 11,000 円）

床面積の合計が 300 平方

メートル以上 2,000 平方

メートル未満のもの

146,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

72,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

109,000 円、適合

証の提出があると

きは 25,000 円）



（７８－１４）

別表第５の４の２の項中「第３４条第３項」を「第２９条第３項」に、

「前項各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号」を「前項の規定」に改

め、同表の５の項を次のように改める。

床面積の合計が 2,000 平

方メートル以上 5,000 平

方メートル未満のもの

250,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

131,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

190,000 円、適合

証の提出があると

きは 57,000 円）

床面積の合計が 5,000 平

方メートル以上のもの

358,000 円

（簡易な計算法を

用 い た と き は

198,000 円 、 仕

様・計算併用法を

用 い た と き は

278,000 円、適合

証の提出があると

きは 102,000 円）

５ 建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第３１条

第１項の規定による

建築物エネルギー消

費性能向上計画の変

更の認定の申請に対

する審査

建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料

住宅部分を含まない建築物又

は建築物の住宅部分以外の部

分の変更の認定を申請する場

合

１件につき

次に掲げる区分に

応じ、当該区分に

より算定した額を

合算した額

変 更 の 認 定 の

申 請 に 係 る 床

面 積 の 合 計 の

区 分 に 応 じ ４

の 項 の 住 宅 部

分 を 含 ま な い

建 築 物 又 は 建

築 物 の 住 宅 部

分 以 外 の 部 分

の 認 定 の 申 請

の 規 定 に よ り

算 定 し た 額 を

２ で 除 し て 得

た額

一戸建ての住宅の変更の認定

を申請する場合

変 更 の 認 定 の

申 請 に 係 る 床

面 積 の 合 計 の

区 分 に 応 じ ４

の 項 の 一 戸 建

て の 住 宅 の 認

定 の 申 請 の 規

定 に よ り 算 定

し た 額 を ２ で



（７８－１５）

別表第５の５の２の項を削り、同表の６の項を次のように改める。

別表第５の７の項中「第３４条第１項及び第３項、第３６条第１項並びに

第４１条第１項」を「第２９条第１項及び第３項並びに第３１条第１項」に

改め、同表の８の項中「（平成２８年国土交通省令第５号）第１１条」を

「第１３条」に改め、同表に次のように加える。

除して得た額

共同住宅等の変更の認定を申

請する場合

変 更 の 認 定 の

申請に係る床

面 積 の 合 計 の

区 分 に 応 じ ４

の 項 の 共 同 住

宅 等 の 認 定 の

申 請 の 規 定 に

よ り 算 定 し た

額 を ２ で 除 し

て得た額

６ 建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第３１条

第１項の規定による

複数の建築物の連携

による建築物エネル

ギー消費性能向上計

画の変更の認定の申

請に対する審査

複数の建築物の連携による建築

物エネルギー消費性能向上計画

変更認定申請手数料

建築物の変更の認定を申請す

る場合

建築物の追加の認定を申請す

る場合

建築物の変更及び建築物の追

加の認定を申請する場合

１件につき

変 更 に 係 る 建

築 物 ご と に 、

前 項 の 規 定 に

よ り 算 定 し た

額 を 合 算 し た

額

追 加 に 係 る 建

築 物 ご と に 、

４ の 項 の 規 定

に よ り 算 定 し

た 額 を 合 算 し

た額

建 築 物 の 変 更

を 申 請 す る 場

合 及 び 建 築 物

の 追 加 を 申 請

す る 場 合 の 規

定 に よ り 算 定

し た 額 を 合 算

した額

９ 建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関す

る法律施行規則第２８

条の規定による軽微な

変更に関する証明

建築物エネルギー消費性能向

上計画における軽微な変更に

関する証明手数料

１件につき

当該軽微な変更に

係る部分の床面積

の合計を４の項の

床面積の合計とみ

なして同項の規定

を適用して得た額

を２で除して得た

額



（７８－１６）

別表第５の備考中「５の２の項」を「６の項」に、「第３５条第２項（同

法第３６条第２項」を「第３０条第２項（同法第３１条第２項」に改める。

付 則

この条例は、令和７年４月１日から施行する。

提案理由

建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一

部改正に伴い、関係規定その他所要の規定の整備を図るため、条例の一部改

正を行うもので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定により、議会の議

決を求める。


